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問
県道三木宍粟線加西地区の

歩道整備について。

答
加東土木事務所からは、年

次計画は特にないとのこと

でしたが、損傷が激しい危険な箇

所については、通常の維持管理を

個々にしっかりと対応していくと

のことでした。市からも県へしっ

かりと要望します。

問
県道高砂加古川加西線改修

計画について。

答
加東土木事務所としては、

この路線の危険性は十分認

識し、道路拡幅により安全性の確

保が必要と考えているとのことで

した。しかしながら、今のところ

計画が無いことから、市としては、

次期の社会基盤整備プログラムに

しっかりと載せていただくよう、

今後ともしっかりと要望します。

問
新南部給食センターの概要

について。

答
設置場所は、上宮木町の加

古川西部土地改良区西隣の

農村環境改善センター用地に設置

します。鉄骨２階建て、延べ床面

積 1,460 平方メートル程度を予定

しています。また調理能力として

は 2,000 食を予定しています。南

部学校給食センター完成後には３

つの単独調理校を北部と南部にそ

れぞれ統合し、平成 31 年４月か

ら２センター方式とし、受配校を

再編したいと考えています。

問
南部給食センターの跡地利

用について。

答
新たな給食センター開設後、

31 年度に解体予定で、跡地

については、普通財産として教育

委員会から市長部局のほうへ所

管換えになります。跡地利用につ

いて教育委員会としては、社会教

育としての要望、需要を踏まえた

活用をお願いしたいと思っていま

す。 

　市長部局としては、先ほど教育

長が答弁しましたように、社会教

育での活用、市全体の活用、地域

の方々のご要望、意見等総合的に

判断したいと考えます。

■その他の質問項目

・ 鶉野飛行場線及び市道整備関係

・ 防災・消防関係

県道整備関係・南部給食センター関係について

問
直近の運行状況は。 

答
コミバスねっぴ～号の運行

便数は、１日当たり市街地

線が 11.5 往復、国正線が２往復、

九会線が 2.5 往復、フラワーセン

ター線は行きが２便、帰りが５便

という状況です。また、はっぴー

バスは、各線で５～６往復してい

ます。平成 29 年度は、１月まで

の累計で２万 3,000 人以上の方に

利用いただいています。主に通勤

通学や医療機関への利用で午前中

の便が多くなっています。

問
地域主体型交通の取り組み

について。

答
地域主体型交通は、民間路

線のバスや鉄道、コミバス

等の既存の公共交通サービスが

行き届かない交通不便地域におい

て、車を使えない方の足として、

地域の方々が主体的に運営や運行

にかかわる交通システムです。地

域の交通課題の解決に向けて取り

組むことで、利用者ニーズへの柔

軟な対応ときめ細やかなサービス

の提供を可能とし、地域に親しま

れ利用される公共交通を育んでい

くことを目的とします。各地域で

検討のためのガイドラインとして

「地域主体型交通導入手引き」を

作成しています。宇仁地区では、

平成 28 度からこの手引きに基づ

き導入検討のためのアンケート調

査を実施し、協議が進められてい

ます。

問
デマンド型タクシーの導入

について。

答
全国ではさまざまな方法で

導入されていますが、それ

ぞれの運行方法には、長所、短所

があり、どの運行方法が最適であ

るかは、人口構成や面積、人口密

度、民間の交通事業者の状況等各

地域によって全く状況が異なるた

め、それぞれの事情に応じた運行

方法を模索する必要があります。

加西市の場合、北条中心に民間バ

ス事業者による公共交通網がひか

れており、市街地まで直接運行す

るタクシー型交通は、既存の公共

交通との役割分担を考慮し、慎重

に検討を進める必要があります。

■その他の質問項目

・ 公契約条例の検証

・ 入札について

公共交通（ねっぴ～号・はっぴーバス）の運営について
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